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第１ 平成 30年度障害福祉サービス等報酬改定に係る基本的な考え方 

１．これまでの経緯 

○ 障害者自立支援法（現・障害者総合支援法）の施行から 11年が経過し、

障害福祉サービス等の利用者は約 100万人、国の予算額は約 1.3兆円とそれ

ぞれ倍増するなど、障害者への支援は年々拡充している。 

そうした中で、平成 27年度の社会保障審議会障害者部会において提言され

た「障害者総合支援法施行３年後の見直しについて」を踏まえた改正障害者

総合支援法等が、平成 30年度障害福祉サービス等報酬改定と同日の平成 30

年４月１日に施行される。 

○ 本改定では、改正法において創設された自立生活援助や就労定着支援等の

新サービスの具体的な報酬等の設定について検討することはもとより、障害

者の重度化・高齢化、医療的ケア児や精神障害者の増加などに伴い、障害福

祉サービス等の利用者が多様化している中で、個々のニーズに応じたサービ

スの提供体制を整備する必要がある。 

○ また、平成 28年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」に

おいて「障害や疾病の特性等に応じて最大限活躍できる環境を整備すること

が必要」とされるとともに、「障害者の就労支援等の推進」が掲げられてお

り、報酬改定を通じて障害者の工賃・賃金向上、一般就労への移行の促進や

就労定着支援の充実が求められる。 

○ 加えて、利用者数やサービスを提供する事業所数が大幅に増加している一

方で、サービスの質の向上が求められていることや、長期化した経過措置へ

の対応など、制度の持続可能性の確保の観点を踏まえた上で、メリハリのあ

る報酬体系への転換が求められる。 

○ このような状況の中、平成 30年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率は

全体で＋0.47％とし、サービス毎の報酬の設定においては、適正なサービス

の確保や制度の持続可能性等の観点から、各サービスの収支状況を踏まえつ

つ、メリハリをつけて対応することとされた。 

○ 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム（以下「検討チーム」という。）は、

平成 29年５月 31日から 17回にわたり、47の関係団体からのヒアリングの

ほか、個々のサービスの現状と論点を整理した上で、検討を積み重ねてきた。

「平成 30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」は、これまでの検討の積

み重ねと上記の経緯等に沿って整理し、取りまとめたものである。 

 

２．平成 30年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な考え方とその対応 

平成 30年度障害福祉サービス等報酬改定は、以下の基本的考え方に基づき、

各サービスの報酬・基準についての見直しを行う。 
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（１）障害者の重度化・高齢化を踏まえた、障害者の地域移行・地域生活の支援

等 

○  障害者の重度化・高齢化によりサービス利用のニーズが多様化する中、

障害者が地域生活を開始・継続するために必要な支援を受けることができ

るよう、在宅生活を支援するサービスの充実を図る。 

     ○  障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に

向き合い、地域で障害者やその家族が安心して生活するため、地域生活支

援拠点等の整備を促進し、その機能の充実・強化を図るとともに、生活の

場であるグループホームの整備等を進める。 

 

（２）障害児支援の適切なサービス提供体制の確保と質の向上(医療的ケア児へ

の対応等) 

○  医療技術の進歩等を背景として、人工呼吸器等の使用や、たんの吸引な

どの医療的ケアが必要な障害児（医療的ケア児）が増加している中で、個々

の障害児がその家族の状況やニーズに応じて、地域において必要な支援を

受けることができるよう、サービス提供体制を確保する。 

○  放課後等デイサービスなどの障害児通所支援については、利用する障害

児が障害特性に応じた適切な支援を受け、生活能力の向上などが図られる

よう、サービスの質を確保し、適切な評価に基づく報酬体系とする。 

 

（３）精神障害者の地域移行の推進 

  ○  長期に入院する精神障害者等の地域移行を進めていくため、地域移行後

の生活の場や、地域生活を支えるためのサービス提供体制の確保などの取

組を強化する。 

 ○  具体的には、地域生活支援拠点等の整備を促進し、その機能の充実・強

化を図るとともに、生活の場であるグループホームを確保し、地域相談支

援等の既存サービスや新たに創設された自立生活援助の活用により、関係

機関・関係者による連携や、サービスを複合的に提供できる体制を強化す

る。 

 

（４）就労継続支援に係る工賃・賃金の向上や就労移行、就労定着の促進に向け

た報酬の見直し 

○ 障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮し、地域で自立した生活を

実現することができるよう、一般就労移行後の定着実績や工賃実績、労働

時間に応じたメリハリのある報酬体系を構築し、就労系障害福祉サービス

における工賃・賃金向上や一般就労への移行・定着を更に促進する。 
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（５）障害福祉サービス等の持続可能性の確保と効率的かつ効果的にサービスの 

提供を行うための報酬等の見直し 

○ 障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加している一方で、

一部の事業所においてサービスの質の低下が見られることが課題となっ

ていることや、制度の持続可能性を確保するため、効率的かつ効果的にサ

ービスを提供できるよう、サービスの質を評価した報酬体系とする。 

 

第２ 各サービスの報酬・基準に係る見直しの内容 

１．新設サービス 

（１）就労定着支援 

① 基本的な考え方 

・ 就労定着支援は、利用者との対面による相談等や利用者を雇用した企

業への訪問、関係機関との連絡調整等を一体的に実施するものであるこ

とから、基本報酬は月額とし、包括的にサービスを評価する体系とする。

その上で、就労定着率に応じて基本報酬を算定する仕組みとする。 

  ② サービスの対象者 

   ・ 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般

就労した障害者を対象とする。 

  ③ 職員配置 

   ・ 以下の職員を配置する。 

    一 就労定着支援員      

常勤換算方法で、利用者の数を40で除した数以上（資格要件は定め

ない。） 

    二 サービス管理責任者  

次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数以上 

      イ 利用者の数が60以下 １以上 

      ロ 利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以

上 

 ※ 就労定着支援と生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続

支援を一体的に運営している場合は、それぞれの利用者の合計数に

応じて配置する。 

④ 基本報酬・加算の設定 

ア 就労定着率に応じた基本報酬の評価 

・ 利用者との対面による支援を月１回以上行うことを算定要件とする。 

・ 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一

般就労した障害者の職場定着を促進するため、就労定着率（過去３年

間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着者数
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（雇用された通常の事業所での就労が継続している者の数）の割合）

に応じた基本報酬とする。また、利用者数の規模に応じた報酬設定と

する。 

≪就労定着支援サービス費の設定≫ 

イ 利用者数20人以下 

（１）就労定着率が９割以上の場合         3,200単位／月 

（２）就労定着率が８割以上９割未満の場合        2,640単位／月 

（３）就労定着率が７割以上８割未満の場合        2,120単位／月 

（４）就労定着率が５割以上７割未満の場合     1,600単位／月 

（５）就労定着率が３割以上５割未満の場合      1,360単位／月 

（６）就労定着率が１割以上３割未満の場合     1,200単位／月 

（７）就労定着率が１割未満の場合         1,040単位／月 

ロ 利用者数21人以上40人以下 

（１）就労定着率が９割以上の場合         2,560単位／月 

（２）就労定着率が８割以上９割未満の場合     2,112単位／月 

（３）就労定着率が７割以上８割未満の場合      1,696単位／月 

（４）就労定着率が５割以上７割未満の場合        1,280単位／月 

（５）就労定着率が３割以上５割未満の場合     1,088単位／月 

（６）就労定着率が１割以上３割未満の場合      960単位／月 

（７）就労定着率が１割未満の場合           832単位／月 

ハ 利用者数41人以上 

（１）就労定着率が９割以上の場合                2,400単位／月 

（２）就労定着率が８割以上９割未満の場合     1,980単位／月 

（３）就労定着率が７割以上８割未満の場合      1,590単位／月 

（４）就労定着率が５割以上７割未満の場合     1,200単位／月 

（５）就労定着率が３割以上５割未満の場合     1,020単位／月 

（６）就労定着率が１割以上３割未満の場合      900単位／月 

（７）就労定着率が１割未満の場合                   780単位／月 

 

イ 利用期間終了後の就労定着実績に応じた評価 

・ 就労定着支援のサービス利用終了者が雇用された通常の事業所に継

続して雇用されるよう、就労定着支援事業者はサービス利用終了者が

登録している障害者職業・生活支援センター等の要請に応じて必要な

協力を行う必要があることから、サービス利用終了者のうち、雇用さ

れた通常の事業所に３年６月以上６年６月未満の期間継続して就労

している者の割合が７割以上の事業所を評価する加算を創設する。 

≪就労定着実績体制加算【新設】≫    300単位／月 

56



ウ 就労定着を促進するための評価 

・ 障害者の職場定着をより促進するため、職場適応援助者（ジョブコ

ーチ）養成研修を修了した者を就労定着支援員として配置している事

業所を評価する加算を創設する。 

≪職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算【新設】≫  120単位／月 

 

エ 中山間地域等に居住する利用者を支援した場合の評価 

・ 中山間地域等に居住する利用者への支援については、移動コストを

勘案することとし、特別地域加算を創設する。 

≪特別地域加算【新設】≫    240単位／月 

 

オ アセスメントを要する利用者を受け入れた場合の評価 

・ 就労定着支援については、就労移行支援事業所等の利用者が利用し

ていた就労移行支援事業所等の職員から引き続き職場定着のための

支援を受けることを基本とするが、当該就労移行支援事業所等以外の

就労移行支援事業所等を利用して一般就労した障害者の職場定着の

ための支援を行う場合には、特にアセスメント等に時間や労力を要す

ることから、こうした業務負担を評価する加算を創設する。 

※ 初期加算を取得するため、同一法人内の他の就労定着支援事業所

を利用させることは認めないこととする。 

≪初期加算【新設】≫    900単位／月（１回限りの算定） 

 

カ 支援開始１年以内の利用者に対する評価 

・ 支援開始１年目は障害者本人に対する支援回数も頻回になると考え

られるとともに、就職先企業、医療機関等の関係機関との関係性を構

築するなど、時間や労力を要することから、支援開始１年以内の利用

者に対する支援の手間を評価する加算を創設する。 

≪企業連携等調整特別加算【新設】≫    240単位／月 

 

キ 利用者負担上限額管理加算の創設 

・ 利用者負担額合計額の管理を行った場合、業務負担を評価する加算

を創設する。 

≪利用者負担上限額管理加算【新設】≫   150単位／回（月１回を限度） 
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⑤ 自立生活援助、訪問型自立訓練（生活訓練）との併給 

・ 就労定着支援は雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での

各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を行うもの

であり、生活支援としては、生活リズム・生活習慣、衛生管理、健康管

理・服薬管理などを行うことになる。このため、就労定着支援は自立生

活援助における支援内容の範囲をまかなえることから、自立生活援助と

の併給は認めないこととする。 

・ また、就労定着支援は、訪問型自立訓練（生活訓練）の相談援助の内

容の範囲をまかなえることや、就労定着支援の利用者は一般企業に就職

していることを踏まえれば、新たに生活に関する訓練を行うことは想定

されないことから、訪問型自立訓練（生活訓練）との併給は認めないこ

ととする。 

※ サービス内容が異なる他の障害福祉サービス等との併給は妨げない。  

 

（２）自立生活援助 

① 基本的考え方 

・ 自立生活援助は、定期的な居宅訪問等により利用者の状況把握を行い、

必要な情報提供や助言等の支援を一体的に実施するものであることか

ら、基本報酬は月額とし、包括的にサービスを評価する体系とする。そ

の上で、特に支援が必要となる場合等については、実績や体制に応じて

報酬を算定する仕組みとする。  

 ② サービスの対象者 

   ・ 以下の者を対象とする。 

一 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人

暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者 

二 現に一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者（※） 

三 障害、疾病等の家族と同居しており（障害者同士で結婚している場

合を含む）、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らし

と同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者（※） 

※ 自立生活援助による支援が必要な者の例 

      ・ 地域移行支援の対象要件に該当する障害者施設に入所していた者

や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観

点から支援が必要と認められる場合 

      ・ 人間関係や環境の変化等によって、１人暮らしや地域生活を継続

することが困難と認められる場合（家族の死亡、入退院の繰返し 等） 

     ・ その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断

した上で適当と認められる場合 
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 ③ 職員配置 

  ・ 以下の職員を配置する。 

一 地域生活支援員  

指定自立生活援助事業所ごとに、１以上 

なお、利用者の数が25又はその端数を増すごとに１とすることを標

準とする。 

二 サービス管理責任者 

 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数以上 

イ 利用者の数が30以下 １以上  

ロ 利用者の数が31以上 １に、利用者の数が30を超えて30又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以

上 

 ④ 基本報酬・加算の設定 

ア 毎月の包括的なサービスの評価 

・ 定期的な居宅訪問を月２回以上行うことを算定要件とする。 

     ・ 障害者支援施設等から移行した直後（退所等の日から１年以内）の

利用者については、関係機関との連絡調整や地域住民との関係づくり

に要する業務量を評価する報酬を設定する。 

      ・ 適正なサービス量を提供する観点から、１人の地域生活支援員が支

援する利用者数を人員基準では「標準として25人」としているが、報

酬上は「30人」を超えた場合の報酬を設定する。 

≪自立生活援助サービス費の設定≫ 

イ 自立生活援助サービス費（Ⅰ）【新設】※退所等から１年以内の利用者 

（１）利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満  

1,547単位／月 

（２）利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上  

 1,083単位／月 

ロ 自立生活援助サービス費（Ⅱ）【新設】※退所等から１年を超える利用者 

（１）利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 

  1,158単位／月 

（２）利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上     

811単位／月 

 

イ 特に支援が必要となる場合等の評価 

・ 特に業務量が集中する支援を開始した月及び利用者が居宅から外出

した際に支援を行った月については、更に一定単位数を加算する。 
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≪初回加算【新設】≫    500単位／月 

≪同行支援加算【新設】≫  500単位／月 

 

ウ その他 

・ 中山間地域等に居住する利用者の居宅訪問については、移動コスト

を勘案することとし、特別地域加算を創設する。 

≪特別地域加算【新設】≫   230単位／月 

 

     ・ 良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、常勤の地

域生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は

公認心理師の資格保有者の割合等を評価することとし、福祉専門職員

配置等加算を創設する。 

≪福祉専門職員配置等加算【新設】≫ 

（Ⅰ）常勤の地域生活支援員のうち、資格保有者が35％以上  450単位／月 

（Ⅱ）常勤の地域生活支援員のうち、資格保有者が25％以上  300単位／月 

（Ⅲ）地域生活支援員のうち、常勤職員が75％以上又は 

勤続３年以上の常勤職員が30％以上               180単位／月 

 

・ 利用者負担額合計額の管理を行った場合の業務負担を評価する利用

者負担上限額管理加算を創設する。 

≪利用者負担上限額管理加算【新設】≫   150単位／回（月１回を限度） 

 

（３）居宅訪問型児童発達支援 

   ① 基本的考え方 

    ・ 居宅訪問型児童発達支援については、訪問先において発達支援を提供

するものであることから、１回当たりの支援に係る費用を報酬上算定す

る仕組みとする。その上で、特に支援が必要となる場合等については、

実績や体制に応じて報酬を算定する仕組みとする。 

 

② サービスの対象者 

   ・ 重症心身障害等の重度の障害により外出が著しく困難な場合や感染症

にかかりやすく重篤化する恐れのある場合など、障害児本人の状態を理

由として外出ができない場合をサービスの対象者とする。 
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③ 職員配置 

   ・ 以下の職員を配置する。 

一 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数 

二 児童発達支援管理責任者 １以上 

※ 訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若

しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当

職員として配置された日以後、障害児に対する直接支援業務に３年以

上従事した者とする。 

 

④ 基本報酬・加算 

ア 基本報酬の設定 

・ 基本報酬は１回当たりの支援に係る費用を報酬上算定する。 

≪居宅訪問型児童発達支援給付費の設定≫ 

居宅訪問型児童発達支援給付費(１日につき)   988単位 

 

イ 訪問支援員特別加算の創設 

・ 障害児の支援経験がある作業療法士や理学療法士等の専門性の高い

職員を配置して訪問支援を行う場合に評価する。 

≪訪問支援員特別加算【新設】≫    679単位／回 

（加算対象者） 

① 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは看護職員又は

児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者若しくは心

理指導担当職員であって、障害児支援の経験が５年以上 

② 障害児支援の経験が10年以上 

 

ウ 中山間地域等に居住する利用者の居宅を訪問した場合の評価 

・ 中山間地域等に居住する利用者の居宅訪問については、移動コスト

を勘案することとし、特別地域加算を創設する。 

≪特別地域加算【新設】≫    ＋15／100 

 

   エ 通所施設移行支援加算の創設 

    ・ 居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児に対して、児童発達支援

センター、児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所に通

うための相談援助や連絡調整を評価する加算を創設する。 

61



≪通所施設移行支援加算【新設】≫    500単位／回（１回を限度） 

 

オ 利用者負担上限額管理加算の創設 

・ 利用者負担額合計額の管理を行った場合、業務負担を評価する加算

を創設する。 

≪利用者負担上限額管理加算【新設】≫   150単位／回（月１回を限度） 

 

カ 福祉・介護職員処遇改善加算等の創設 

・ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算

を創設する。 

≪福祉・介護職員処遇改善加算【新設】≫  

  イ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位数×7.9％ 

  ロ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位数×5.8％ 

  ハ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ＋所定単位数×3.2％ 

  ニ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ） ＋所定単位数×3.2％×0.9 

  ホ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅴ） ＋所定単位数×3.2％×0.8 

≪福祉・介護職員処遇改善特別加算【新設】≫ 

  福祉・介護職員処遇改善特別加算    ＋所定単位数×1.1％ 

 

２.共生型サービス 

介護保険サービスの指定を受けた事業所について、障害福祉の居宅介護、生

活介護、短期入所等の指定を受ける場合の基準の特例を設ける。 

（１）対象サービス 

  ○ 居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、自立訓練（機能訓練・ 

生活訓練）、児童発達支援、放課後等デイサービス。 

（２）指定基準 

  ○ 介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障害福祉（共

生型）の指定を受けられるものとする。 

（３）基本報酬・加算 

  ○ 障害福祉の基準を満たしていない介護保険サービス事業所の報酬につい

ては、以下の観点から、単位設定する。 

   ① 本来的な障害福祉サービス等事業所の基準を満たしていないため、本

来の報酬単価と区別。 

   ② 現行の基準該当サービスを参考に設定。 
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→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」（別紙１）参照 

 

○ なお、各種加算は、指定障害福祉サービス等と同様の算定要件を満たせ

ば算定可能とする。 

○ その上で、共生型生活介護事業所等について、サービス管理責任者等を 

配置し、かつ、地域に貢献する活動（地域交流の場の提供等）を実施して 

いる場合を評価する。 

≪サービス管理責任者配置等加算【新設】≫       58単位 

≪福祉専門職員配置等加算【新設】≫ 

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 

※ 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の資格保有者が 35％以上雇

用されている場合   １日につき 15単位を加算 

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 

※ 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の資格保有者が 25％以上雇

用されている場合   １日につき 10単位を加算 

≪共生型サービス体制強化加算【新設】≫ ※児童発達支援、放課後等デイサービス 

 ・ 児童発達支援管理責任者を配置した場合    103単位 

 ・ 保育士又は児童指導員を配置した場合       78単位 

 ・ 児童発達支援管理責任者かつ保育士  

   又は児童指導員を配置した場合        181単位 

 

３．地域生活支援拠点等 

地域生活支援拠点等（以下「拠点等」という。）の機能を担う事業所につい

ては、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを

規定し、当該事業所であることを市町村に届け出た上で、市町村が当該事業所

を拠点等として認めることを要する。 

（１）相談機能の強化 

○ 拠点等における相談の機能を強化する観点から、特定相談支援事業所（障

害児相談支援事業所含む。）にコーディネーターの役割を担うものとして

相談支援専門員を配置し、相談を受け、連携する短期入所事業所への緊急

時の受入れの対応を行うことを評価する加算を創設する。 

≪地域生活支援拠点等相談強化加算【新設】≫    700単位／回 

  ※ 短期入所事業所への受入れ実績（回数）に応じて、月４回を限度に

加算。 
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（２）緊急時の受入れ・対応の機能の強化 

○ 緊急利用に係る空床の確保が難しいことから、緊急短期入所体制確保加

算を廃止し、緊急の受入れ・対応を重点的に評価するために、緊急短期入

所受入加算の算定要件の見直しを行うとともに、単位数を引き上げる。 

≪緊急短期入所受入加算の見直し≫ 

［現  行］ 

イ 緊急短期入所受入加算（Ⅰ）    120単位／日 

  ロ 緊急短期入所受入加算（Ⅱ）    180単位／日 

※ 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期

入所を緊急に行った場合に、利用を開始した日に限り、当該緊急利

用者のみに対して加算する。 

［見直し後］ 

イ 緊急短期入所受入加算（Ⅰ）    180単位／日 

  ロ 緊急短期入所受入加算（Ⅱ）    270単位／日 

※ 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期

入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を行った日から起算

して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得

ない事情がある場合にあっては、14日）を限度として、当該緊急利

用者のみに対して加算する。 

 

○ また、「緊急時」という局面を勘案し、定員を超えて受け入れた場合に

は、期間を区切った上で、特例的に加算をするとともに、その間は、定員

超過利用減算は適用しないこととする。 

≪定員超過特例加算【新設】≫   50単位／日 

※ （２）の加算については、拠点等の機能を「担う」・「担わない」で

加算の算定の可否を分けることはしない。 

 

（３）体験の機会・場の機能の強化 

○ 拠点等における体験の機会・場の機能を強化する観点から、拠点等とし

ての機能を担う場合の日中活動系サービスの体験利用支援加算について、

利用期間の制限を廃止する。 

○ また、地域移行に係る「体験」については、地域移行支援と日中活動系

サービスの事業所双方の連携・調整が必要であり、日中活動系サービスの

体験利用支援加算については、加算算定に当たり、当該支援内容の記録を

要件としているが、事務負担軽減や報酬請求の判定に格差が生じないよう

にする観点から、簡易な「体験利用計画」の様式を示す。 

64



○ さらに、体験を行うタイミング、体験後の地域移行の可否の見極めが短

期間であることや地域移行支援事業所との調整等の負担を踏まえ、日中活

動系サービスの体験利用支援加算の引上げを行うとともに、初期段階にお

ける体験利用支援の加算単位数を高く設定し、その後は逓減制にする。 

○ なお、日中活動系サービスの体験利用支援加算が地域移行に係る「送り

出し」の支援の評価であることに対し、地域移行支援の体験利用加算につ

いては、地域移行の体験利用に係る「受け入れ」の支援の評価であり、表

裏一体の関係にあることから、地域移行支援の体験利用加算についても、

体験利用支援加算に併せて見直す。 

○ 加えて、体験利用を促進する観点から、例えば、施設入所支援利用者が

夜のみ短期入所を利用し、日中は生活介護を利用する場合、日中活動系サ

ービスを行う障害者支援施設の体験の機会に係る支援を評価する体験宿泊

支援加算を創設する。なお、地域移行支援の体験宿泊加算についても、体

験宿泊支援加算の創設を踏まえ見直す。 

≪体験利用支援加算の見直し≫ ※ 日中活動系サービス 

［現  行］       ［見直し後］       

   300単位／日          500単位／日（初日から５日目まで） 

                ＋50単位／日 ※地域生活支援拠点等の場合 

250単位／日（６日目から15日目まで） 

＋50単位／日 ※地域生活支援拠点等の場合 

≪体験利用加算の見直し≫  ※ 地域移行支援 

［現  行］        ［見直し後］       

   300単位／日         500単位／日（初日から５日目まで） 

                ＋50単位／日 ※地域生活支援拠点等の場合 

250単位／日（６日目から15日目まで） 

＋50単位／日 ※地域生活支援拠点等の場合 

≪体験宿泊支援加算【新設】≫ ※ 施設入所支援   120単位／日 

≪体験宿泊加算の見直し≫ ※ 地域移行支援 

 ［現  行］          

   イ 体験宿泊加算（Ⅰ）  300単位／日 

   ロ 体験宿泊加算（Ⅱ）  700単位／日 

 ［見直し後］ 

   イ 体験宿泊加算（Ⅰ）  350単位／日 

   ロ 体験宿泊加算（Ⅱ）  750単位／日 
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（４）専門的人材の確保・養成の機能の強化 

○ 拠点等における専門的人材の確保・養成の機能を強化する観点から、手

厚い体制や個別特性に対応する支援の評価として、重度障害者支援加算を

生活介護（障害者支援施設が行う生活介護を除く。）に創設する。 

≪重度障害者支援加算【新設】≫ 
 
イ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を配置した場合 

（体制加算）  ７単位／日 

※ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を配置している旨の

届出をしており、かつ、支援計画シート等を作成している場合に加算す

る。ただし、強度行動障害を有する者が利用していない場合は加算しな

い。 

ロ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者が、実践研修修了者 

の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対し 

て個別の支援を行った場合（個人加算）  180単位／日 

※ 実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害

支援者養成研修（基礎研修）修了者が、強度行動障害を有する者に対し

て個別の支援を行った場合に加算する。なお、当該基礎研修修了者１人

の配置につき利用者５人まで加算できることとする。 

※ （４）の加算については、拠点等の機能を「担う」・「担わない」で

加算の算定の可否を分けることはしない。 

 

（５）地域の体制づくりの機能の強化 

○ 拠点等における地域の体制づくりの機能を強化する観点から、特定相談

支援事業所（障害児相談支援事業所を含む。）を中心に、月に１回、支援

困難事例等についての課題検討を通じ、地域課題の明確化と解決に向けて、

情報共有等を行い、共同で対応していることを評価する加算を創設する。 

≪地域体制強化共同支援加算【新設】≫  2,000単位／月（月１回を限度） 

 

４．障害福祉サービス等における横断的事項 

（１）福祉専門職員配置等加算の要件の見直し 

○ 精神障害者に対してより高度で専門的な支援を行うために、公認心理師

を新たに福祉専門職員配置等加算における有資格者として評価する。 
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≪福祉専門職員配置等加算の要件の見直し≫ 
 
 ※ 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支

援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 
 
［現  行］ 

  イ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）    15単位/日 

※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉

士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の35

以上ある場合に加算する。 

ロ 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ）     10単位/日 

※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉

士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の25

以上ある場合に加算する。 

［見直し後］ 

イ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）    15単位/日 

※ 生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉

士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割

合が100分の35以上ある場合に加算する。 

ロ 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ）    10単位/日 

※ 生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉

士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割

合が100分の25以上ある場合に加算する。 

  ［注］就労移行支援については、公認心理師に加えて作業療法士についても、新たに

福祉専門職員配置等加算における有資格者として評価する（42頁（２）②「作業

療法士を配置した場合の評価」を参照）。 

  

（２）各種減算の見直し 

○ 障害福祉サービス事業所等の適切な運営を確保するため、人員配置や個

別支援計画の作成が適切に行われていない場合の減算を見直す。 

○ 具体的には、以下のとおりとする。 

  ・ サービス提供職員欠如減算については、減算が適用される３月目から

所定単位数の50％を減算する。 

・ サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）欠如減算については、

減算が適用される５月目から所定単位数の50％を減算する。 

  ・ 個別支援計画未作成減算については、減算が適用される月から２月目

までについて所定単位数の30％を減算し、３月目からは所定単位数の

50％を減算する。 

 

67



≪各種減算の見直し≫ 

○ サービス提供職員欠如減算 

［現  行］ 

イ 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、１割を超えて

欠如した場合にはその翌月から、１割の範囲内で欠如した場合には

その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間に

つき、所定単位数の70％を算定する。 

［見直し後］ 

イ 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、１割を超えて

欠如した場合にはその翌月から、１割の範囲内で欠如した場合には

その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間に

つき、所定単位数の70％を算定する。 

ロ 減算が適用された月から３月以上連続して基準に満たない場合、

減算が適用された３月目から人員基準欠如が解消されるに至った月

までの間につき、所定単位数の50％を算定する。 

○ サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）欠如減算 

［現  行］ 

イ 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月か

ら、人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単

位数の70％を算定する。 

［見直し後］ 

イ 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月か

ら、人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単

位数の70％を算定する。 

ロ 減算が適用された月から５月以上連続して基準に満たない場合、

減算が適用された５月目から人員基準欠如が解消されるに至った月

までの間につき、所定単位数の50％を算定する。 

○ 個別支援計画未作成減算 

［現  行］ 

イ 個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、

当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間につ

き、所定単位数の95％を算定する。 

［見直し後］ 

イ 個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、

当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間につ

き、所定単位数の70％を算定する。 

ロ 減算が適用された月から３月以上連続して当該状態が解消され

ない場合、減算が適用された３月目から当該状態が解消されるに至っ

た月の前月までの間につき、所定単位数の50％を算定する。 
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（３）食事提供体制加算の経過措置の取扱い 

  ○ 平成29年度末までの経過措置とされていた食事提供体制加算については、

食事の提供に関する実態等の調査・研究を十分に行った上で、引き続き、

その他あり方を検討することとし、今回の改定では継続する。 

 

（４）送迎加算の見直し 

○ 通所系サービスの送迎加算（Ⅰ）、（Ⅱ）について、自動車維持費等が減

少していることから一定の適正化を図る。その上で、生活介護における送

迎については、一定の条件を満たす場合（重度者等を送迎した場合）、更に

評価する。なお、短期入所については、整備促進、運営強化を図る観点か

ら見直しは行わない。 

○ 就労継続支援Ａ型における送迎については、雇用契約を締結しているこ

とや利用者の知識や能力向上のために必要な訓練を行うという観点から、

事業所へは利用者が自ら通うことを基本としていることを改めて徹底する。 

○ また、放課後等デイサービスにおける送迎については、障害児の自立能

力の獲得を妨げないように配慮するよう、通知に明記する。 

○ 同一敷地内の送迎については、「同一敷地内」という立地上の観点を踏ま

え、一定の適正化を図る。  

≪送迎加算の見直し≫ 

［現  行］※ 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援     

   イ 送迎加算（Ⅰ）  27単位／回 

※ １回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週３回以上の

送迎を実施している場合に算定。なお、利用定員が20人未満の事

業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用している場

合に加算する。 

ロ 送迎加算（Ⅱ）  13単位／回 

※ １回の送迎につき平均10人以上が利用している（利用定員が20

人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用

していること）又は週３回以上の送迎を実施している場合に加算

する。 

※ 障害支援区分５若しくは障害支援区分６又はこれに準ずる者

（一定以上の行動障害を有する者又はたんの吸引等を必要とする

者）が100分の60以上いる場合は、更に14単位／回を加算する（生

活介護のみ）。 
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［見直し後］※ 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援  

イ 送迎加算（Ⅰ）  21単位／回 

※ １回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週３回以上の

送迎を実施している場合に加算。なお、利用定員が20人未満の事

業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用している場

合に加算する。 

ロ 送迎加算（Ⅱ）  10単位／回 

※ １回の送迎につき平均10人以上が利用している（利用定員が20

人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用

していること）又は週３回以上の送迎を実施している場合に加算

する。 

※ 障害支援区分５若しくは障害支援区分６又はこれに準ずる者

（一定以上の行動障害を有する者又はたんの吸引等を必要とする

者）が100分の60以上いる場合は、更に28単位／回を加算する（生

活介護のみ）。 

    ※ 同一敷地内の送迎については、所定単位数の70％を算定する。 

 

（５）訓練系、就労系サービスにおける医療観察法対象者等の受入れの促進 

   ○ 医療観察法対象者や刑務所出所者等（以下「医療観察法対象者等」とい

う。）の社会復帰を促すために、訓練系、就労系サービス（自立訓練、就

労移行支援及び就労継続支援）事業所について、精神保健福祉士等を配置

又は病院等との連携により、精神保健福祉士等が事業所を訪問して医療観

察法対象者等を支援していることを評価する加算を創設する。 

 

（６）福祉・介護職員処遇改善加算の見直し 

○ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、要件の一部

を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区

分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、

これを廃止する。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。 

○ その間、障害福祉サービス等事業所に対してはその旨の周知を図るとと

もに、より上位の区分の加算取得について積極的な働きかけを行うことと

する。 

※ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、別に厚生

労働大臣が定める期日（注）までの間に限り算定することとする。 

≪社会生活支援特別加算【新設】≫   480単位／日 
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 ［注］ 平成30年度予算案に盛り込まれた「障害福祉サービス等支援体制整備事業」

により、加算の新規の取得や、より上位の区分の加算取得に向けて、事業所へ

の専門的な相談員（社会保険労務士など）の派遣をし、個別の助言・指導等を

行うとともに、本事業の実施状況等を踏まえ、今後決定。 

 

（７）身体拘束等の適正化 

○ 身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場

合について、基本報酬を減算する。 

≪身体拘束廃止未実施減算【新設】≫     ５単位／日 

 ※ 療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達

支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所

施設、医療型障害児入所施設 等 

 

（８）経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し 

  ○ 各サービスの経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直す。 

→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」（別紙１）参照 

 

（９）地域区分の見直し 

  ○ 障害者サービスに係る地域区分について、現行の国家公務員の地域手当

に準拠し、７区分から８区分に見直す。また、その際、類似制度である介

護保険サービス（以下「介護」という。以下（８）について同じ。）にお

ける地域区分との均衡を考慮し、介護の地域区分の考え方に合わせる。 

    なお、これらの見直しにあたっては、報酬単価の大幅な変更を緩和する

観点から、自治体の意見を聴取した上で、平成32年度末まで必要な経過措

置を講じる。 

    ○ 障害児サービスに係る地域区分についても、障害者サービスと同様に、

介護における地域区分との均衡を考慮し、介護の地域区分の考え方に合わ

せた上で、障害者サービスと同様の経過措置を講じる。 

 

（10）公立減算の取扱い 

  ○ 公立減算については、施設等の設置者である自治体から補助金や指定管

理料等の公費が別途投入されていることと等に鑑み、引き続き維持する。 

 

 

 

 

 →「地域区分の見直しについて」（別紙５）参照 
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第３ 終わりに  

○ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向

上を図るため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に検討チームを設置し、

有識者の参画を得て公開の場で検討を行った。 

○ その際、検討の中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、次期報酬

改定に向けて引き続き検討、検証を行う。 

 

① サービスの質を踏まえた報酬単位の設定 

  ・ 障害者自立支援法（現・障害者総合支援法）が施行から11年が経過し、

障害福祉サービス等の利用者や、サービス提供事業所数が大幅に増加す

る中、検討チームでは、「現行の報酬については、サービス提供者側の体

制という形式的な要件で決まっている中で、それが本当にいい支援かど

うかは別物である。そうした中で、非常に難しいことであるが、科学的

なエビデンスに基づいた支援の質を考えなければならない」との意見が

あった。 

次期報酬改定においては、サービスの質に関する調査研究を行うなど、

サービスの質を報酬体系に反映させる手法等を検討する。 

② 客観性・透明性の高い諸情報に基づく報酬改定 

  ・ 事業者の経営状況、提供しているサービスの質や量、利用者のサービ

ス利用実態や収入・支出の状況、サービス利用者が近年急増している原

因といった報酬改定の基礎となる諸情報について、客観性・透明性の高

い手法により把握するための所要の措置を講じた上で、きめ細かい報酬

改定を適切に行うための検討を行う。 

③ 食事提供体制加算について 

   ・ 食事提供体制加算については、食事の提供に関する実態等の調査・研

究を十分に行った上で、引き続き、そのあり方を検討する。 

④ 就労継続支援Ａ型と放課後等デイサービスにおける送迎加算 

 ・ 就労継続支援Ａ型と放課後等デイサービスについては、送迎対象者の

実態を把握した上で、送迎加算のあり方を検討する。 

⑤ 身体拘束等の適正化について 

 ・ 今般、身体拘束等の記録を行っていない場合の減算を設けることとす

るが、「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針

の整備、職員等に対する研修の定期的な実施」についても努めるものと

し、その上で、更なる見直しについて検討する。 

 ⑥ 居宅介護について 

  ・ 居宅介護の利用実態等を把握しつつ、身体介護と家事援助の報酬や人

員基準について検討する。 
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⑦ 重度障害者等包括支援の対象者の要件について 

  ・ 重度障害者等包括支援の対象者の要件について、その利用実態を把握

した上で、対応を検討する。 

⑧ 就労移行支援利用後の一般就労について 

・ 一般就労の範囲については、今後、就労移行支援の利用を経て一般就

労した際の雇用形態や労働時間数についての実態を把握した上で、対応

を検討する。 

⑨ 就労継続支援Ａ型における最低賃金減額特例について 

・ 就労継続支援Ａ型については、重度の障害者との雇用契約締結当初に

最低賃金減額特例を適用している事業所もあるが、こうした事業所につ

いて、今後、最低賃金減額特例の適用者数、適用期間、最低賃金の減額

割合などの実態を把握した上で、対応を検討する。 

⑩ 就労移行支援における支援内容の実態把握と今後の対応 

・ 就労移行支援の基本報酬については、就職後６か月以上定着したこと

をもって実績として評価することとしているが、今後、就労移行支援の

具体的な支援内容と、一般就労への移行や就労定着実績との関係性等の

実態を把握した上で、支援内容の評価のあり方について検討する。 

  ⑪ 共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措

置の取扱いについて 

   ・ 今年度末までの経過措置とされていた、共同生活援助を利用する重度

の障害者が個人単位で居宅介護等を利用することについては、新たな類

型である日中サービス支援型の施行状況等を踏まえた上で、引き続きそ

のあり方を検討する。 

⑫ 計画相談支援・障害児相談支援のモニタリング実施標準期間等について 

  ・ 計画相談支援については、モニタリングの実施標準期間の見直しに伴

う効果や影響を検証し、障害児相談支援のあり方も含め更なる見直しに

ついて引き続き検討する。 

 ⑬  医療的ケア児者について 

   ・ 医療的ケア児者に対する支援を直接的に評価するため、医療的ケア児

者の厳密な定義（判定基準）について、調査研究を行った上で、評価の

あり方について引き続き検討する。 
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別紙１ 

障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて 

 

現行 見直し後 

［居住系サービス］ 

共同生活援助サービス費 

 

 

［居住系サービス］ 

共同生活援助サービス費 

 日中サービス支援型共同生活援助（１日につき） 

イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅰ）  

(１) 区分６                                        1,098単位 

(２) 区分５                                         982単位 

(３) 区分４                                         901単位 

(４) 区分３                                         717単位 

ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅱ）  

(１) 区分６                                        1,014単位 

(２) 区分５                                         898単位 

(３) 区分４                                         816単位 

(４) 区分３                                         633単位 

ハ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅲ）  

(１) 区分６                                         963単位 

(２) 区分５                                         846単位 

(３) 区分４                                         765単位 

(４) 区分３                                         582単位 

ニ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅳ）  
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(１) 区分６                                        1,128単位 

(２) 区分５                                        1,012単位 

(３) 区分４                                         931単位 

(４) 区分３                                         747単位 

ホ 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合 

(１) ３：１の場合 

（一） 区分６                                        904単位 

（二） 区分５                                        788単位 

（三） 区分４                                         707単位 

（四） 区分３                                         620単位 

（五） 区分２                                         456単位 

（六） 区分１以下                                     397単位 

(２) ４：１の場合 

（一） 区分６                                        820単位 

（二） 区分５                                        704単位 

（三） 区分４                                         622単位 

（四） 区分３                                         536単位 

（五） 区分２                                         371単位 

（六） 区分１以下                                     321単位 

(３) ５：１の場合 

（一） 区分６                                        769単位 

（二） 区分５                                        652単位 

（三） 区分４                                         571単位 

（四） 区分３                                         485単位 
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（五） 区分２                                         321単位 

（六） 区分１以下                                     277単位 

(４) 体験利用の場合 

（一） 区分６                                        934単位 

（二） 区分５                                        818単位 

（三） 区分４                                         737単位 

（四） 区分３                                         650単位 

（五） 区分２                                         486単位 

（六） 区分１以下                                     427単位 

ヘ 個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例 

（日中を当該共同生活住居で過ごす者） 

(１) ３：１の場合 

（一） 区分６                                        693単位 

（二） 区分５                                        646単位 

（三） 区分４                                         613単位 

(２) ４：１の場合 

（一） 区分６                                        608単位 

（二） 区分５                                        562単位 

（三） 区分４                                         529単位 

(３) ５：１の場合 

（一） 区分６                                        557単位 

（二） 区分５                                        511単位 

（三） 区分４                                         478単位 

ト 個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例 
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（日中を当該共同生活住居以外で過ごす者） 

(１) ３：１の場合 

（一） 区分６                                        601単位 

（二） 区分５                                        554単位 

（三） 区分４                                         521単位 

(２) ４：１の場合 

（一） 区分６                                        516単位 

（二） 区分５                                        470単位 

（三） 区分４                                         437単位 

(３) ５：１の場合 

（一） 区分６                                        465単位 

（二） 区分５                                        419単位 

（三） 区分４                                         386単位 
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地域区分の見直しについて 
 
○ 地域区分の見直しによる報酬１単位単価の見直し（障害者サービス） 
 
〔見直し後の１単位単価〕【現行と平成 30年度以降】 
 
＜現行＞                      ＜平成 30年度以降＞  

 

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 その他 1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 その他

18% 15% 12% 10% 6% 3% 0% 20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 0%

居宅介護 11.08円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 居宅介護 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

重度訪問介護 11.08円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 重度訪問介護 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

同行援護 11.08円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 同行援護 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

行動援護 11.08円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 行動援護 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

療養介護 療養介護

生活介護 11.10円 10.92円 10.73円 10.61円 10.37円 10.18円 10円 生活介護 11.22円 10.98円 10.92円 10.73円 10.61円 10.37円 10.18円 10円

短期入所 11.08円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 短期入所 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

重度障害者等包括支援 11.08円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 重度障害者等包括支援 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

施設入所支援 11.19円 10.99円 10.79円 10.66円 10.40円 10.20円 10円 施設入所支援 11.32円 11.06円 10.99円 10.79円 10.66円 10.40円 10.20円 10円

自立訓練（機能訓練） 11.06円 10.89円 10.71円 10.59円 10.35円 10.18円 10円 自立訓練（機能訓練） 11.18円 10.94円 10.89円 10.71円 10.59円 10.35円 10.18円 10円

自立訓練（生活訓練） 11.06円 10.89円 10.71円 10.59円 10.35円 10.18円 10円 自立訓練（生活訓練） 11.18円 10.94円 10.89円 10.71円 10.59円 10.35円 10.18円 10円

就労移行支援 11.06円 10.89円 10.71円 10.59円 10.35円 10.18円 10円 就労移行支援 11.18円 10.94円 10.89円 10.71円 10.59円 10.35円 10.18円 10円

就労継続支援Ａ型 11.03円 10.86円 10.68円 10.57円 10.34円 10.17円 10円 就労継続支援Ａ型 11.14円 10.91円 10.86円 10.68円 10.57円 10.34円 10.17円 10円

就労継続支援Ｂ型 11.03円 10.86円 10.68円 10.57円 10.34円 10.17円 10円 就労継続支援Ｂ型 11.14円 10.91円 10.86円 10.68円 10.57円 10.34円 10.17円 10円

就労定着支援 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

自立生活援助 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

共同生活援助 11.44円 11.20円 10.96円 10.80円 10.48円 10.24円 10円 共同生活援助 11.60円 11.28円 11.20円 10.96円 10.80円 10.48円 10.24円 10円

計画相談支援 11.08円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 計画相談支援 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

地域相談支援 11.08円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 地域相談支援 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

10円10円

（新設）

（新設）
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○ 地域区分の見直しによる報酬１単位単価の見直し（障害児サービス） 
 
〔見直し後の１単位単価〕【現行と平成 30年度以降】 

＜現行＞                       ＜平成 30年度以降＞ 

 

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他 １級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 0% 20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 0%

11.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19円 10円 11.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19円 10円

11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

11.52円 11.22円 11.14円 10.91円 10.76円 10.46円 10.23円 10円 11.52円 11.22円 11.14円 10.91円 10.76円 10.46円 10.23円 10円

11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

11.52円 11.22円 11.14円 10.91円 10.76円 10.46円 10.23円 10円 11.52円 11.22円 11.14円 10.91円 10.76円 10.46円 10.23円 10円

11.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19円 10円

11.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19円 10円 11.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19円 10円

11.12円 10.90円 10.84円 10.67円 10.56円 10.33円 10.17円 10円 11.12円 10.90円 10.84円 10.67円 10.56円 10.33円 10.17円 10円

11.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19円 10円 11.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19円 10円

11.22円 10.98円 10.92円 10.73円 10.61円 10.37円 10.18円 10円 11.22円 10.98円 10.92円 10.73円 10.61円 10.37円 10.18円 10円

併設する施設が主たる施設の
場合

11.10円 10.88円 10.83円 10.66円 10.55円 10.33円 10.17円 10円
併設する施設が主たる施設の
場合

11.10円 10.88円 10.83円 10.66円 10.55円 10.33円 10.17円 10円

当該施設が主たる施設の場合
又は単独施設の場合

11.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19円 10円
当該施設が主たる施設の場合
又は単独施設の場合

11.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19円 10円

当該施設が主たる施設の場合 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 当該施設が主たる施設の場合 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

当該施設が単独施設の場合 11.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19円 10円 当該施設が単独施設の場合 11.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19円 10円

併設する施設が主たる施設の
場合

11.28円 11.02円 10.97円 10.77円 10.64円 10.39円 10.19円 10円
併設する施設が主たる施設の
場合

11.28円 11.02円 10.97円 10.77円 10.64円 10.39円 10.19円 10円

11.22円 10.98円 10.92円 10.73円 10.61円 10.37円 10.18円 10円 11.22円 10.98円 10.92円 10.73円 10.61円 10.37円 10.18円 10円

11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

障
害
児
通
所
支
援

児童発
達支援

医療型児童発達支援（含：指定発達支援医療機関）

（新設）

10円

放課後
等デイ
サービ
ス

重症心身障害児以外の障害児の場合

主たる対象が重症心身障害児の場合

保育所等訪問支援

当該施設が主たる施設の場合又は単独
施設の場合

重症心身障害児の場合

児童発達支援センターの場合

児童発達支援センター以外の指定児童発達支援
事業所の場合

主たる対象が重症心身障害児の場合

10円

障害児相談支援

肢体不自由児の場合

医療型
（含：指
定発達
支援医
療機関）

自閉症児の場合 10円

肢体不自由児の場合 10円

障
害
児
入
所
支
援

盲
ろ
う
あ
児
の
場
合

盲児

ろうあ児

自閉症児の場合

福祉型

知的障
害児の
場合

併設する施設が主たる施設の場合

障
害
児
通
所
支
援

児童発
達支援

児童発達支援センターの場合

児童発達支援センター以外の指定児童発達支援
事業所の場合

主たる対象が重症心身障害児の場合

医療型児童発達支援（含：指定発達支援医療機関）

居宅訪問型児童発達支援

10円

放課後
等デイ
サービ
ス

重症心身障害児以外の障害児の場合

主たる対象が重症心身障害児の場合

保育所等訪問支援

障害児相談支援

自閉症児の場合

盲
ろ
う
あ
児
の
場
合

盲児

ろうあ児

肢体不自由児の場合

医療型
（含：指
定発達
支援医
療機関）

自閉症児の場合

障
害
児
入
所
支
援

福祉型

知的障
害児の
場合

併設する施設が主たる施設の場合

当該施設が主たる施設の場合又は単独
施設の場合

10円

肢体不自由児の場合 10円

重症心身障害児の場合 10円
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通知文書のレイアウト

『福祉・介護職員処遇改善（特別）加算総額のお知らせ』のレイアウトは、以下の通りです。 

○『福祉・介護職員処遇改善（特別）加算総額のお知らせ』のサンプル

サービス種類ごとの、

「処遇改善加算」、また

は「処遇改善特別加

算」の加算額を表示し

ます。 
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【平成28年度の障害者虐待に関する調査結果について  ・  調査結果等を踏まえた留意事項について】 

○ 平成29年12月27日に公表した平成28年度の障害者虐待に関する調査結果では、養護者による虐待は減

少傾向にある一方で、施設従事者等による虐待は増加傾向にあり、平成27年度と比較して虐待と判断された

件数は18％増加（339件→401件）となっている。 
 

   参考：「平成28年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）」 

     （ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000189859.html） 
 

○ 施設従事者等からの相談・通報件数が増加傾向にあることは、通報義務に関する理解が浸透されつつあ

る状況とも解されるが、適切に虐待通報を行った職員等への不利益な取扱い等がなされないよう、障害者虐

待防止法の趣旨について周知徹底を図るとともに、管理者等の研修受講状況について把握し、未だ研修を

受講していない管理者等に対しては、研修受講の徹底を図られたい。 
    

   参考：障害者虐待防止対策支援事業  地域生活支援事業費等補助金493億円の内数（平成３０年度予算案）   

   

 
 

 

 

 

 

 

  

 

【成年後見制度の利用促進について】 

○ 平成28年4月に成年後見制度利用促進法が成立し、政府においては平成29年3月に「成年後見制度利用

促進基本計画」を作成したところである。この基本計画を踏まえ、平成29年度以降は、地方自治体において

計画を作成することが求められており、地域生活支援事業費等補助金も活用の上、より一層、成年後見制度

の利用促進に向けた取組を図られたい。 
     

    参考：障害者に係る成年後見制度関係予算  地域生活支援事業費等補助金493億円の内数（平成３０年度予算案）  
 

（６）障害者虐待の未然防止・早期発見等について 
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

相談・通報件数（件） 
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被虐待者数（人） 

（下半期のみ） 
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被虐待者数（人） 

（下半期のみ） 

養護者による障害者虐待 障害福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待 

※認定件数、被虐待者数は、雇用環境・均等局調べ 

障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）経年比較 

注：平成２４年度のデータは下半期のみのデータであり、経年比較としては平成２５年度から平成２８年度の４ヶ年分が対象。 
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※平成２７年度の件数の増加は、主に件数の 
  計上方法を変更したことによる 
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平成２８年度 障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞ 

相談 
通報 

2,115件 

市区町村

 

 
 

 

 

 
 
 

主な通報
届出者内訳

●本人による届出
(18.9%) 

●当該施設・事業
所職員  (16.8%)

●家族・親族
(14.5%) 

●設置者・管理者
(9.9%) 

●相談支援専門員
     (9.3%) 

1,803件 
障害者総合支援法等
による権限行使等※3 

・ 施設等に対する指導   283件 
・ 改善計画提出依頼    179件 
・ 従事者への注意・指導  134件 

市区町村による指導等

・ 報告徴収・出頭要請・質問・ 
 立入検査  184件 

・  改善勧告  45件 
・  改善命令 1件 
・  指定の全部・一部停止   3件 
・ 指定取消※4        7件 
・ 都道府県・政令市・中核市等 

 による指導                190件 

障害者総合支援法等に
よる権限の行使等

都道府県 

虐待の事実
が認められ
た事例 

被虐待者 
 672人※1 
虐待者
 456人※2 

更に都道府県において事実
確認を行った事例で虐待事
実が認められた事例   

 13件 

都道府県調査により 
虐待の事実が認められ 
た事例     18件  

13件 

18件 

401件 

●性別
男性（73.2%）、女性（26.8%）

●年齢
 30～39歳（20.0%） 、40～49歳（19.3%） 
 60歳以上（19.3%） 

●職種
生活支援員 （40.1%）
その他従事者（11.4%）
管理者 （7.7%）
指導員（7.5%）
世話人（6.6%）

●性別  男性（64.3%）、女性（35.7%）
●年齢

 20～29歳（20.1%） 、 40～49歳（ 18.9%） 
 ～19歳（13.5%）、30～39歳（13.2%） 

●障害種別（重複障害あり）

●障害支援区分のある者 （58.9%）
●行動障害がある者 （21.3%）

虐待者（456人） 被虐待者（672人）

※１ 不特定多数の利用者に対する虐待のため被虐待障害者が特定できなかった 
      等の6件を除く395件が対象。 
※２ 施設全体による虐待のため虐待者が特定できなかった20件を除く381件が対象。 
※３ 平成28年度末までに行われた権限行使等。 
※４ 指定取消は、虐待行為のほか人員配置基準違反や不正請求等の違反行為等を理由と

して行ったもの。

参考資料２

239件（連絡） 

312件 

事実確認調査を行った事
例 （107件） 

＊平成27年度に通報・届出があった事案3件を含む 
＊監査・実地指導等により判明した事案9件を含む 

＊平成27年度に通報・届出があった事案77件を含む 

うち、さらに都道府県による事実確認調
査が必要とされた事例  26件  

事実確認調査 （2,119件） 

事実確認調査を行った事例 1,742件 

うち、虐待の事実が認められた事例 
 421件 

 うち、都道府県へ事実確認調査を 
依頼した事例        14件  

事実確認調査を行わなかった事例 377件 

  40件 

370件 

障害者虐待が認められた事業所種別

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

14.4% 68.6% 11.8% 3.6% 0.7% 

教育・知識・介護技術等に関する問題 65.1% 
倫理観や理念の欠如 53.0% 
職員のストレスや感情コントロールの問題 52.2% 
虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 22.0% 
人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 22.0% 

市区町村等職員が判断した虐待の発生要因（複数回答）

虐待行為の類型（複数回答）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄、放置 経済的虐待

57.1% 12.0% 42.1% 6.5% 9.5% 

件数 構成割合

障害者支援施設 99 24.7%

居宅介護 10 2.5%

重度訪問介護 4 1.0%

療養介護 3 0.7%

生活介護 48 12.0%

短期入所 9 2.2%

自立訓練 2 0.5%

就労移行支援 7 1.7%

就労継続支援Ａ型 26 6.5%

就労継続支援Ｂ型 52 13.0%

共同生活援助 76 19.0%
一般相談支援事業所及び特定相談支援事業所 2 0.5%

移動支援事業 8 2.0%

地域活動支援センターを経営する事業 6 1.5%

児童発達支援 4 1.0%

医療型児童発達支援 2 0.5%

放課後等デイサービス 42 10.5%

合計 401 100.0%
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お 知 ら せ
平成２８年度における障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９号）第

２０条の規定により、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの障害者福祉施設従事者

等による障害者虐待の状況等について、公表する内容は次のとおりである。 

県内の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の事実確認件数 ７ 件
《上記の詳細》 

被虐待
者の状
況 

性 別 女性（１人） 女性（１人） 
男性（１人） 

女性（１人） 
女性（１人） 

年齢階級 15～19歳 40～44歳 
65歳以上 

60～64歳 
55～59歳 

障害種別 知的障害 知的障害 
身体障害 

身体・知的障害 
知的障害 

障害者虐待の類型 性的虐待 性的虐待 経済的虐待 身体的虐待 

虐待のあった障害者

福祉施設等の種別 

放課後等デイサ

ービス 
障害者支援施設 障害者支援施設 共同生活援助 

虐待を行った障害

者福祉施設従事者

等の職種 

指導員 
その他従事者 

(宿直専門員) 
生活支援員 世話人 

障害者虐待に対し

て取った措置 

事業所へ立入検

査及び理事長か

ら事情聴取を実

施。指定取消に向

けた手続き中に

事業所から廃止

届を受理。 

再発防止に向け

た職員研修の実

施や体制の整備

等を指導。 

再発防止に向け

た管理規程及び

体制の見直し等

を指導。 

再発防止に向け

た職員研修の実

施やセルフチェ

ックの実施等を

指導。 
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被虐待
者の状
況 

性 別 女性（１人） 男性（１人） 男性（１人） 

年齢階級 50～54歳 30～34歳 30～34歳 

障害種別 知的障害 知的障害 知的障害 

障害者虐待の類型 身体的虐待 
身体的虐待 

心理的虐待 
身体的虐待 

虐待のあった障害者

福祉施設等の種別 
障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設 

虐待を行った障害

者福祉施設従事者

等の職種 

生活支援員 
その他従事者 

(支援補佐員) 
生活支援員 

障害者虐待に対し

て取った措置 

再発防止に向け

た職員研修の実

施等を指導。 

虐待発生時には

早急に報告する

よう注意。施設が

取った再発防止

策を確認。 

再発防止に向け

た職員研修の実

施やセルフチェ

ックの実施等を

指導。 

（参考）平成２８年度 障害者虐待の通報・届出とその確認の状況 （単位：件） 

障害者福祉施設

従事者等による

虐待 

養護者による虐

待 
計 

通報・届出件数 ２８ ５６ ８４ 

うち障害者虐待 ７ ２３ ３０ 

障害

者虐

待の

内訳 

身 体 的 ４ １４ １８ 

性 的 ２ ０ ２ 

心 理 的 １ ７ ８ 

放棄・放任 ０ ３ ３ 

経 済 的 １ ９ １０ 

※虐待の内訳は重複している
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相談支援の充実等について② 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

【主任相談支援専門員の創設等について】 
 

○ 基幹相談支援センター等において、地域づくりや人材育成等の地域における相談支援の指導的役割を担う主任相談支援

専門員を平成30年度より創設する。 
 

○ 創設する主任相談支援専門員の養成研修については、平成30年度と31年度は国が実施し（主任相談支援専門員養成研修

等事業）、各都道府県においては、平成31年度以降に順次体制が整い次第実施いただく予定である。 

 

○ また、主任相談支援専門員の主な配置先となる基幹相談支援センターの設置促進を図るため、事例の収集・整理・分析を

行い、今後新たに設置する際に参考となる手引きの作成等を行う予定である。 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

【サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について】 
 

○  サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者については、所定の研修を修了することが要件となっているが、「事業

の開始後１年間は、実務経験者については研修を修了しているとみなす」旨の猶予措置が設定されている（平成30年3月末 

  まで）。 
 

○  障害福祉サービス等の質の向上に向け、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修の改定を平成31年度に

予定していることから、上記の猶予措置について平成31年3月末まで延長する。 
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研 修 の 修 了 

「サービス管理責任者

研修」 

「児童発達支援管理責

任者研修」を修了 

サービス管理責
任者・児童発達
支援管理責任
者として配置 

実 務 経 験 
 
障害児者の保健・医療・福
祉・就労・教育の分野にお
ける直接支援・相談支援な
どの業務における実務経
験（３～１０年）。 

（平成30年度以降の取扱い） 
【サービス管理責任者管・児童発達支援管理責任者共通】 
○ 事業の開始後１年間は、実務経験者であるものについて、研

修を修了しているものとみなす。（平成31年3月31日廃止） 

○ やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合 
は、１年間は実務経験者であるものについては、研修を修了して

いるものとみなす。 

「相談支援従事者 

初任者研修 

（講義部分）」を 

修了 

（平成30年度以前の取扱い） 
【サービス管理責任者管・児童発達支援管理責任者共通】 
○ 事業の開始後１年間は、実務経験者であるものについて、研

修を修了しているものとみなす。（平成30年3月31日廃止） 

○ やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合 
は、１年間は実務経験者であるものについては、研修を修了して

いるものとみなす。 

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件 

※サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直し（平成31年度予定） 
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事業所名

サービス
種別

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質　問　票】

 平成　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課　障害事業者係宛

 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０

　岡山市 　 　 区
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利用者事故等発生時の対応について 

１ 事故発生時の対応 

（１）事故等の態様に応じ、必要な措置を迅速に講じること。 

（２）速やかに利用者の家族、岡山市、支給決定市町村等に連絡・報告を行うこと。 

（３）事故の状況及び事故に際してとった処置について記録すること。 

２ 事故後の対応及び再発防止への取組 

（１）賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行うこと。 

（２）事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるとともに、全従業

者に周知徹底すること。 

３ 岡山市への報告 

（１）報告すべき事故の範囲 

報告すべき事故の範囲は、原則、以下のとおりとする。 

① サービス提供による利用者の事故等

ア 事故等とは、死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等サ

ービス提供時の事故により、医療機関に入院又は治療したもの及びそれと

同等の医療処置を行ったものを原則とする。（事業者側の責任や過失の有

無は問わず、利用者自身に起因するもの及び第三者によるもの（例：自殺、

失踪、喧嘩）を含む。） 

イ サービス提供には、送迎等を含むものとする。 

② 利用者が行方不明になったとき（外部の協力により捜索活動が必要となる

場合） 

③ 食中毒、感染症（インフルエンザ、感染性胃腸炎、結核等）の集団発生

（社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社

会福祉施設等主管部局に迅速に感染症又は食中毒が疑われる者の人数、症

状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求め

るなどの措置を講じること。（平成 17 健発 0222002 号） 

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡

者又は重篤患者が１週間内に２名以上発生した場合 

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が１０名

以上又は全利用者の半数以上発生した場合 

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染

症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合） 

④ 従業員の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの

⑤ 火災、震災、風水害等の災害によりサービスの提供に影響する重大な事故

等 
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⑥ その他施設・事業所の長が必要と認めるとき 

 （２）報告事項 

    岡山市への報告は、別紙様式を標準とする。ただし、別紙様式の内容が含

まれる任意の様式で報告することは差し支えない。 

なお、死亡事故の場合は診断書の写しを添付すること。 

（３）報告手順 

事故等が発生した場合は、速やかに家族等に連絡し、岡山市、支給決定市町

村に報告する。 

また、食中毒や感染症の集団発生が疑われる場合には、速やかに管轄保健所

に連絡し、あわせて、岡山市、支給決定市町村に報告する。 

① 第一報 

死亡事故等、緊急性の高いものは、電話等により事故等発生の連絡を行い、

その後速やかに報告書を提出する。 

② 途中経過及び最終報告 

事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故

処理が完了した時点で、最終報告書を提出する。 

 

４ 提出先 

岡山市保健福祉局事業者指導課 障害事業者係 

〒700-0913 岡山市北区大供 3-1-18（ＫＳＢ会館４階） 

 ＴＥＬ   086-212-1015 

ＦＡＸ   086-221-3010 

Ｅメール  syou-jigyou@city.okayama.jp 

  ※支給決定市町村にも報告してください。支給決定市町村が岡山市の場合は，障害福祉課又は

保健管理課となります。 

 

※参考（事故発生時の対応について定めた基準条例等） 

 

（１）岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年

岡山市条例第８１号）第４１条第１項及び準用規定 

（２）岡山市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条

例第８２号）第５８条第１項 

 （３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（厚生労働省令第２７号）第３６条第

１項及び準用規定 

 （４）岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第８

３号）第３２条第１項及び準用規定 

 （５）岡山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第９

４号）第１８条第１項 
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 （６）岡山市福祉ホームの設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第９５号）第１

６条第１項 

 （７）岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第４５号）

第４５条第１項 

 （８）岡山市通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第７

９号）第５２条第１項及び準用規定 

（９）岡山市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条

例第８０号）第４８条第１項及び準用規定 
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障害福祉サービス事業所 ・ 障害者支援施設 

相談支援事業所・地域活動支援センター・福祉ホーム 

障害児施設 ・ 障害児通所支援事業所 

 

 

 

利用者事故等報告書 

 

 

                                             

                         平成２５年 ３月 １日   

 

  岡山市長  様 

 

                 （事業所・施設等の名称）      ○○就労支援センター 

                              （事業者・施設設置者等の職・氏名） （社福）○○ 理事長 △△ △△      

 

 下記のとおり事故等が発生しましたので報告します。 

記 

利用者氏名    事業所 花子   （ 男 ・ 女 ） 
生年 

月日 

昭和５０年 １月 １日 

      （満３８歳） 

住  所  岡山市北区大供三丁目１－１８ 

支給決定 

市 町 村 
 岡山市 

利用サー 

ビス名 
 就労継続支援Ｂ型 

事 故 等 

発生日時 

平成２５年 ２月２７日（水曜日） 午前・午後  ２時３０分頃 

事 故 等 

発生場所 
訓練・作業室 

 

事故等の状況

及びその原因 

 

(状況)△△の作成作業中，他の利用者とふざけて押し合いを行い転倒。転倒の際に支

えた右手に腫れがあり，本人が痛みを訴えていた。 

(原因) 他の利用者とふざけて押し合いを行っていたことを放置していたこと，作業道

具が足元に落ちていたためつまづいたのが原因と思われる。 

事故等に対する

対応及び家族等

への説明内容と

それに対する反応 

(対応) 直ちに○○医院に連れて行き，診察を受けたところ，右手中指の骨折と打撲と

診断された。 

(家族等への説明内容と反応) すぐに管理者が母親に連絡し謝罪を行うとともに，けがの補償につい

て説明を行った。母親からは軽い怪我だったので，引き続き通える軽作業の実施をお

願いされた。 

再発防止策 
事故防止のため担当職員会議を行い，ふざけあい等に対しての注意を徹底するととも

に，利用者全員で反省会を開催し，利用者自身に再度の意識付けを行った。 

事業所の 

担 当 者 

（担当者名： 岡山 太郎（サービス管理責任者） ） 

（ＴＥＬ： 086-XXX-XXXX  ＦＡＸ： 086-XXX-XXXX  ） 

備  考  

 

指定権者(岡山市の事業所は岡山市)とともに，

支給決定市町村にも提出してください。 

また，欄の幅や高さは適宜調整してください。 
法人代表者名で提出してください。速報

はメール・ＦＡＸでもかまいませんが，

最終報告は押印し提出してください。 

法人

印 

事故時の状況，けがの様子等をできる

だけ詳細に記入してください。 

医療機関受診状況，けがの診断結果など対応内容を記入してください。 
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該当
のみ

必要（提出書類） 様　式 就労定着支援 自立生活援助
日中サービス支援型

共同生活援助
備　考

0

実施主体

※右記サービスの指定事業者であること

※同時申請（自立生活援助、日中サービ
ス支援型共同生活援助）も可能

生活介護
自立訓練

（機能訓練・生活訓練）
就労移行支援
就労継続支援
（A型・B型）

※その他要件あり

居宅介護
重度訪問介護

同行援護
行動援護

宿泊型自立訓練
共同生活援助

障害者支援施設
相談支援

短期入所
（併設・単独）

指定を受けようとする事業
者が提供するサービスの
種類並びに当該事業所
（施設）の名称及び所在地
を確認

1 指定申請書 様式第１号 ○ ○ ○

2 既に指定を受けている事業がある場合 別紙１ ○ ○ ○

3
障害者総合支援法第36条第3項各号の
規定に該当しない旨の誓約書

別紙２ ○ ○ ○

4 役員等名簿 ○ ○ ○

5 指定に関する記載事項 付表１～１5 付表１４ 付表１５
付表７－１
付表７－２

6
定款、寄附行為及び登記事項証明書又
は条例等

○ ○ ○

7 建物の構造概要 - - ○

8 平面図 参考様式１ ○ ○ ○

9 事業所内外の写真 ○ ○ ○

10 設備・備品等一覧表 参考様式２ ○ ○ ○

11-1 消防法適用確認 参考様式２－２

11-2 建築物関連法令協議記録
都市計画法、建築基準法（参考様式２－
３)

○ ○ ○

12 管理者の経歴書 参考様式３ ○ ○ ○

14 サービス管理責任者の経歴書 参考様式３
○

就労

○
地域生活

（知的・精神）

○
地域生活

（知的・精神）

16
就任承諾書(管理者・サービス管理責任
者について）

参考様式3-2 ○ ○ ○

17-2
サービス管理責任者の配置要件に係る
（研修受講）誓約書

参考様式１１－２ 該当の場合 該当の場合 該当の場合

18 実務経験証明書 参考様式４ ○ ○ ○

19 運営規程 ○ ○ ○

20
利用者からの苦情を処理するために講ず
る措置の概要

参考様式６ ○ ○ ○

21
従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧
表

別紙２－１、２－２ ○ ○ ○

22 組織体制図 ○ ○ ○

23 資産の状況

・資産目録、財務諸表
・事業計画書（２か年度分）
・収支予算書（２か年度分）
・損害保険証書の写し
（・賃貸契約書の写し）

○ ○ ○

24 協力医療機関との契約の内容 契約書等、位置図 － － ○

25 従業者の資格を証するもの（写し） ○ ○ ○
サービス管理責任者の
み

26 案内図又は位置図 ○ ○ ○

28
関係機関との連携体制及び支援体制の
概要

参考様式８ － － ○

29
指定障害福祉サービスの主たる対象者を
特定する理由等

参考様式７ ○ ○ ○

37 共同生活援助に係る体制 別紙７ － － ○

40 利用者の障害支援区分 別紙１ － － ○

42 原本証明 参考様式１２ ○ ○ ○

43
介護給付費及び訓練等給付費の額の算
定に係る体制等に関する届出書

様式第２号
集団指導で
別途指示

集団指導で
別途指示

集団指導で
別途指示

44
介護給付費及び訓練等給付費の額の算
定に係る体制等状況一覧表

別紙
集団指導で
別途指示

集団指導で
別途指示

集団指導で
別途指示

45
社会保険及び労働保険への加入状況に
係る確認票

○ ○ ○

46 障害福祉サービス事業等開始届 （届出の写しが必要です） ○ ○ ○

47 一般就労移行実績（過去３年分） 参考様式１３ ○ － － 新規

48
協議会等への報告・協議会からの評価等
に関する措置の概要

参考様式１４ － － ○ 新規

　　※多機能型事業実施時は、各付表に付表１１(21)を併せて提出すること。

  指定申請に係る提出書類確認表（平成30年3月暫定版）
（№１～№４が申請書類、№５以下が添付書類となっています。）
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ｰ 岡山労働局からのお知らせ -

岡 山 労 働 局 ・ 各 労 働 基 準 監 督 署

「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」

検索
こちらも

ご覧ください
岡山労働局 第三次

転倒 急な動き・無理な動き 墜落・転落 その他

「急いでいるときや、両

手で荷物を抱えていると

きなどに、放置された荷

物や台⾞につまずく」

「濡れた床で滑る」など

「重いものを無理な姿勢で

持ち上げたり、移動させた

りするとき、介護で利⽤者

を持ち上げるときなどに、

ぎっくり腰になる、筋を痛

める、くじく｣ など

「脚⽴や、はしごなどの

上でバランスを崩す」

「階段で⾜が滑る」など

「やけどをした」、

「刃物で⼿を切った」、

「交通事故にあった」、

「通路でぶつかった」

など

第三次産業で多い労働災害

労働災害が急増しております。

特に、今年、小売業、社会福祉施設、飲食店などの第三次産業では、

労働災害が大幅増加（前年比２割増）しております。

まずは、裏面の基本的事項のチェックをお願いします。

その他

無理な動作による
腰痛等

階段、脚立等からの

墜落・転落

通路等での

転倒

交通事故

第三次産業
の

事故の型

危険ステッカー

第三次産業・基本的事項 用

以下のサイトにアクセスし、より安全な職場を実現下さい！

「STOP！転倒災害」

「職場における腰痛予防対策指針」

ＳＴＯＰ！転倒 検索

98



□ 安全管理の責任者を決めている。

□ 職場の安全点検を行っている（毎月1日は点検の日）。

□ 朝礼等で災害防止への注意喚起を行っている。

□ 雇い入れ時、安全教育を行っている。

□ 通路、階段などに物を放置していない（整理、整頓）。

□ 床の水、油、粉、ゴミは放置せず、その都度清掃している。

□ 滑りやすい場所、段差を解消している（危険箇所はステッカー

などで表示している）。

□ 履物は滑りにくく、サイズのあった

ものを使用している。

□ 進行方向、足元を見て歩く。走らない。

□ 不安定な場所（椅子の座面、

脚立の天板）の上に立たない。

□ 階段は手すりを持つなど、

一段ずつ確実に昇降する。

□ 中腰など無理な姿勢で重い

荷物を、持ち上げない。

□ 腰痛防止、転倒防止のため、

ストレッチ体操をしている。

職 場 の チ ェ ッ ク リ ス ト

ー 安全を意識していますか？ ー
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